
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  贈与があったとき 

Ｑ：今年から、贈与を積極的に行って、相

続税対策をしていこうと思っています。贈与

は、いつの時点で贈与があったと認識される

のですか？  

 

Ａ：書面によるものは、その契約の効力の

発生の時、書面によらないものはその贈与の

履行のあった時に贈与があったものとされま

す。 

【解説】 

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無

償で相手方に与える意思表示をし、相手方が

これを受諾することになって成立する契約の

ことをいいます。（名義だけを使うというの

は贈与にはなりません） 

 贈与がいつあったかは、その方法などによ

り、次のように取り扱われることとされてい

ます。 

①書面によるものは、その贈与契約の効力の

発生の時 

②書面によらないものは、その贈与の履行が

あった時、ただし、停止条件がついている

ものについては、その条件が成就した時 

③農地などの場合は、農地法の許可があった

日又は届出の効力のあった日 

所有権の移転の登記又は登録の目的となる

財産で、贈与の日が明確でないものについて

は、その登記又は登録があった時 

なお、「私が死んだらあなたに○○をあげ

ましょう」という贈与（これを死因贈与とい

います）は贈与税の対象とならず、相続税の

対象になります。  

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００９年）平成２１年   月曜日  月１  日 

 
５

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

3 6 7 0  

号  

   

（ ２ - ２ ）  


